
３ 実施主体等

○ 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことによ
り、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決
にかかる体制の整備等を行う。

２ 事業の概要（以下の全ての取組を実施）

１ 事業の目的

重層的支援体制整備事業

令和７年度当初予算 【包括的相談支援事業】 496億円（374億円）
【地域づくり事業】  167億円（116億円）
【多機関協働事業等】 56億円（ 53億円）

○ 社会福祉法第106条の３において、市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解
決に資する支援が包括的に提供される体制（包括的な支援体制）」の整備に努めることとされている。

○ 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の１つとして、令和２年社会福祉法改正により創設。
⇒ これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野で実施されていた相談支援や地域づくりに係る既存制度等を最大限に活用することを前提に、これらだけでは十
分に対応ができなかった支援ニーズを把握した上で、その課題を解決し、人口減少社会にあっても包括的な支援を行い続けるための「体制を整備する」ことを目的とする。

○ 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、
対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める。

包括的相談支援事業

介護 地域包括支援センターの運営 子ども 利用者支援事業

障害 障害者相談支援事業 困窮 自立相談支援事業

地域づくり事業

介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業 子ども 地域子育て支援拠点事業

障害 地域活動支援センター事業 困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業

○ 単独の相談支援機関では対応が難しい者へのアセスメントや支援プラン作成、重層的支援会議の
開催による関係機関の役割分担・支援の方向性の共有等を行う。（多機関協働事業）

○ 制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、関係機関等からの情報をもとに把握した者等への
継続的な訪問支援等を行う。（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）

○ 社会とのつながりが希薄化している者に対し、本人のニーズを踏まえた社会資源とのマッチング
や支援メニューの開拓等を行う。（参加支援事業）

多機関協働事業等

市町村

・多機関協働事業等について、
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

・包括的相談支援事業及び地域づく
り事業については、各法に基づく
補助率・負担額を維持

実施主体

負担割合

実施市町村数

社会・援護局地域福祉課
地域共生社会推進室

（内線2289）

・令和３年度： 42
・令和４年度：134
・令和５年度：189
・令和６年度：346

・令和７年度：473（予定）

※（）内は前年度当初予算額
※ 令和６年度補正予算額：２億円
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